
令 和 ８ 年
６月30日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
税
務
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（
自
然
保
護
課
）
…
…
…
八

○
告
示

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

契
約
の
締
結
（
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課
）

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
後
地
・
荒
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
後
地
工
区
）
の
換
地
処
分
（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
一
〇

○
人
委
規
則

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

不
在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
二
件
）

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
九
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
、
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め

る
。第

四
十
四
条
の
三
中
「
第
八
十
九
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
中
「
表
示
さ
れ
た
」
を
「
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
さ

れ
て
い
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
十
九
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
八
十
九
条
の
三
第
一

項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
十
一
第
三
項
中
「
場
合
に
お
い
て
、
証
紙
代
金
収
納
印
の
押
印
に
よ
り
表
示
し
た
金

額
の
合
計
額
が
当
該
収
納
計
器
の
始
動
票
札
に
表
示
し
た
金
額
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
始
動

票
札
に
表
示
し
た
金
額
か
ら
証
紙
代
金
収
納
印
の
押
印
に
よ
り
表
示
し
た
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て

得
た
金
額
に
相
当
す
る
額
の
納
付
金
額
」
を
「
場
合
に
は
、
始
動
票
札
に
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ

れ
て
い
る
金
額
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
二
中
「
第
八
十
九
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
第
一
号
中
「
第
百
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
百
三
十
一
条
」
に
改
め
る
。

「

別
記
第
四
十
二
号
様
式
中

山
口
県
収
入
証
紙

貼
付

け
欄

( 消
印
し
な
い
こ

と
。

)

を
削
り
、

」

一
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「注
１
請
求
者
の
住
所
及
び
氏
名
は
、
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

を
」

「

山
口
県
納
付
済
証
貼
付
け
欄

に
改
め
、

」

注
１
請
求
者
の
住
所
及
び
氏
名
は
、
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

同
様
式
の
注
２
中
「同

条
第
15項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
、
同
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
山
口
県
納
付
済
証
が
交
付
さ
れ
る
窓
口
に
お
い
て
手
数
料
を
納
付
し
た
場
合
に
は
、
当
該
山
口
県
納
付

済
証
を
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

別
記
第
百
十
二
号
様
式
中
「始

動
票
札
表
示
金
額

「
を
」

始
動
票
札
記
録
金
額

に
改
め
る
。

」

別
記
第
百
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
百
十
五
号
様
式
中
「

額
面

金
額

を
」

「

記
録

金
額

に
改
め
る
。

」

別
記
第
百
五
十
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「世

帯
主

と
の
続
柄

」
を
「世

帯
主
と
の
続
柄

」
に
、

「（
電
話

局
番
）

」
を
「（

電
話

－
－

）

」
に
、
「下

記

」

を
「次

」
に
、

二
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「
記

狩
猟
者
の
登
録
の
区
分

狩
猟
者
の
登
録
に
係

る
狩
猟
免
許
の
種
別
当
該
年
度
の
県
民
税

の
所
得
割
額
の
有
無
税
額
の

区
分

税
額

山
口
県
収
入
証

紙
貼

付
け

欄

(納
税
済
印
押
印
欄
)

を

１
放
鳥
獣
猟
区
及
び
放
鳥
獣
猟
区
以
外
の
場

所
に
係
る
も
の

第
一
種
銃
猟

有
・
無

１
号

16,500円

無
２
号

11,000円

網
猟
又
は
わ
な
猟

有
・
無

３
号

8,200円

無
４
号

5,500円

第
二
種
銃
猟

５
号

5,500円

２
放
鳥
獣
猟
区
の
み
に
係
る
も
の

第
一
種
銃
猟

有
・
無

１
号

4,100円

無
２
号

2,700円

網
猟
又
は
わ
な
猟

有
・
無

３
号

2,000円

無
４
号

1,300円

第
二
種
銃
猟

５
号

1,300円

３
２
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
が

受
け
る
放
鳥
獣
猟
区
及
び
放
鳥
獣
猟
区
以
外

の
場
所
に
係
る
も
の

第
一
種
銃
猟

有
・
無

１
号

12,300円

無
２
号

8,200円

網
猟
又
は
わ
な
猟

有
・
無

３
号

6,100円

無
４
号

4,100円

第
二
種
銃
猟

５
号

4,100円

上
記
の
者
は
、

年
度
の
県
民
税
の
所
得
割
額
の
納
付
を
要
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

年
月

日

市
町
長

 
※
税
額
確
認
年
月
日

年
月

日
※
取

扱
者

」

三
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「
狩
猟
者
の
登
録
の
区
分

狩
猟
者
の
登
録
に
係
る

狩
猟
免
許
の
種
別

当
該
年
度
の
道
府
県
民
税

の
所
得
割
額
の
有
無

税
額
の

区
分

税
額

１
放
鳥
獣
猟
区
及
び
放
鳥
獣
猟
区
以
外
の
場

所
に
係
る
も
の

第
一

種
銃

猟
有
・
無

１
号

16,500円
無

２
号

11,000円

網
猟

有
・
無

３
号

8,200円
無

４
号

5,500円

わ
な

猟
有
・
無

３
号

8,200円
無

４
号

5,500円
第

二
種

銃
猟

５
号

5,500円
２
放
鳥
獣
猟
区
の
み
に
係
る
も
の

第
一

種
銃

猟
有
・
無

１
号

4,100円
無

２
号

2,700円

網
猟

有
・
無

３
号

2,000円
無

４
号

1,300円

わ
な

猟
有
・
無

３
号

2,000円
無

４
号

1,300円
第

二
種

銃
猟

５
号

1,300円
３
２
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
が

受
け
る
放
鳥
獣
猟
区
及
び
放
鳥
獣
猟
区
以
外

の
場
所
に
係
る
も
の

第
一

種
銃

猟
有
・
無

１
号

12,300円
無

２
号

8,200円

網
猟

有
・
無

３
号

6,100円
無

４
号

4,100円

わ
な

猟
有
・
無

３
号

6,100円
無

４
号

4,100円
第

二
種

銃
猟

５
号

4,100円
市
区
町
村
長
証
明
欄

上
記
の
者
は
、
当
該
年
度
の
道
府
県
民
税
の
所
得
割
額
の
納
付
を
要
し
な
い
者
で
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

□
１
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
。

２
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、
そ
の
者
の
配
偶
者
又
は
そ
の
者
を
扶

養
し
て
い
る
者
は
、
当
該
年
度
の
道
府
県
民
税
の
所
得
割
額
を
納
付
す
る
こ
と
を

□
⑴
要
し
な
い
。

□
⑵
要
す
る
。

年
月

日
市
区
町
村
長

印

※
納
税
済
印
押
印
欄

※
税
額
確
認
年
月
日

年
月

日
※
取

扱
者

」

四
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に
改
め
、
同
様
式
の
注
⚑
の
⑴
ア
中
「県

民
税

」
を
「道

府
県
民
税

」
に
改
め
、
同
注
の
⑴
イ
中
「県

民
税

」
を
「道

府
県
民
税

」
に
、
「控

除
対
象
配
偶
者

」
を
「同

一
生
計
配
偶
者

」
に
改
め
、
同
注
の

⑶
ア
中
「県

民
税

」
を
「道

府
県
民
税

」
に
改
め
、
同
注
の
⑶
イ
中
「県

民
税

」
を
「道

府
県
民
税

」

に
、
「控

除
対
象
配
偶
者

」
を
「同

一
生
計
配
偶
者

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
⚒
中
「県

民
税

」
を

「道
府
県
民
税

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
⚓
中
「住

所
地
を
管
轄
す
る
市
町
長
の

」
を
削
り
、
「県

民
税

」
を
「道

府
県
民
税

」
に
、
「の

証
明
を
受
け
て

」
を
「等

に
つ
い
て
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
市
区

町
村
長
の
証
明
を
受
け
る
か
、
又
は
課
税
証
明
書
（
前
年
⚑
月
⚑
日
か
ら
12月

31日
ま
で
の
所
得
に
係

る
も
の
で
、
道
府
県
民
税
の
所
得
割
額
に
つ
い
て
の
市
区
町
村
長
の
証
明
書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。
課
税
証
明
書
を
添
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
市
区
町
村
長
証
明
欄
中
２
⑴
に
該
当
す
る
と
き
は
、

申
告
者
の
課
税
証
明
書
に
加
え
、
配
偶
者
又
は
扶
養
し
て
い
る
者
の
課
税
証
明
書
を
添
付
し
て

」
に
改

め
、
同
様
式
の
注
⚔
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

別
記
第
百
五
十
三
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「世

帯
主

と
の
続
柄

」
を
「世

帯
主
と
の
続
柄

」
に
、

「（
電
話

局
番
）

」
を
「（

電
話

－
－

）

」
に
、
「下

記

」

を
「次

」
に
、

五
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「

記

狩
猟
者
の
登
録
の
区
分

狩
猟
者
の
登
録
に
係

る
狩
猟
免
許
の
種
別
当
該
年
度
の
県
民
税

の
所
得
割
額
の
有
無
税
額
の

区
分

税
額

山
口
県
収
入
証

紙
貼

付
け

欄

(納
税
済
印
押
印
欄
)

を

１
県
内
の
市
町
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲

員
に
係
る
も
の

第
一
種
銃
猟

課
税
免
除

網
猟
又
は
わ
な
猟

第
二
種
銃
猟

２
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
た
認
定
鳥
獣
捕

獲
等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
も
の

第
一
種
銃
猟

課
税
免
除

網
猟
又
は
わ
な
猟

第
二
種
銃
猟

３
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
特
定
捕
獲

等
期
間
に
県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
許
可
捕

獲
等
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
も
の
（
山
口

県
税
賦
課
徴
収
条
例
附
則
第
13条
第
１
項
た

だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

第
一
種
銃
猟

有
・
無

１
号

8,200円

無
２
号

5,500円

網
猟
又
は
わ
な
猟

有
・
無

３
号

4,100円

無
４
号

2,700円

第
二
種
銃
猟

５
号

2,700円
４
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
県
内
の

区
域
に
お
い
て
、
従
事
者
（
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し

て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲

等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
場
合
に
お

け
る
も
の
（
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
附
則

第
13条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例

附
則
第
13条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）

第
一
種
銃
猟

有
・
無

１
号

8,200円

無
２
号

5,500円

網
猟
又
は
わ
な
猟

有
・
無

３
号

4,100円

無
４
号

2,700円

第
二
種
銃
猟

５
号

2,700円

上
記
の
者
は
、

年
度
の
県
民
税
の
所
得
割
額
の
納
付
を
要
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

年
月

日

市
町
長

 

※
税
額
確
認
年
月
日

年
月

日
※
取

扱
者

」
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「
狩
猟
者
の
登
録
の
区
分

狩
猟
者
の
登
録
に
係
る

狩
猟
免
許
の
種
別

当
該
年
度
の
道
府
県
民
税

の
所
得
割
額
の
有
無

税
額
の

区
分

税
額

１
県
内
の
市
町
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲

員
に
係
る
も
の

第
一

種
銃

猟

課
税
免
除

網
猟

わ
な

猟
第

二
種

銃
猟

２
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
た
認
定
鳥
獣
捕

獲
等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
も
の

第
一

種
銃

猟

課
税
免
除

網
猟

わ
な

猟
第

二
種

銃
猟

３
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
特
定
捕

獲
等
期
間
に
県
の
区
域
を
対
象
と
す
る
許
可

捕
獲
等
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
も
の
（
山

口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
附
則
第
13条
第
１
項

た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

第
一

種
銃

猟
有
・
無

１
号

8,200円
無

２
号

5,500円

網
猟

有
・
無

３
号

4,100円
無

４
号

2,700円

わ
な

猟
有
・
無

３
号

4,100円
無

４
号

2,700円
第

二
種

銃
猟

５
号

2,700円
４
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
県
内
の

区
域
に
お
い
て
、
従
事
者
（
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し

て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲

等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
場
合
に
お

け
る
も
の
（
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
附
則

第
13条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例

附
則
第
13条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）

第
一

種
銃

猟
有
・
無

１
号

8,200円
無

２
号

5,500円

網
猟

有
・
無

３
号

4,100円
無

４
号

2,700円

わ
な

猟
有
・
無

３
号

4,100円
無

４
号

2,700円
第

二
種

銃
猟

５
号

2,700円
市
区
町
村
長
証
明
欄

上
記
の
者
は
、
当
該
年
度
の
道
府
県
民
税
の
所
得
割
額
の
納
付
を
要
し
な
い
者
で
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

□
１
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
。

２
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、
そ
の
者
の
配
偶
者
又
は
そ
の
者
を
扶

養
し
て
い
る
者
は
、
当
該
年
度
の
道
府
県
民
税
の
所
得
割
額
を
納
付
す
る
こ
と
を

□
⑴
要
し
な
い
。

□
⑵
要
す
る
。

年
月

日
市
区
町
村
長

印

※
納
税
済
印
押
印
欄

※
税
額
確
認
年
月
日

年
月

日
※
取

扱
者

」
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に
改
め
、
同
様
式
の
注
⚑
の
⑴
ア
中
「県

民
税

」
を
「道

府
県
民
税

」
に
改
め
、
同
注
の
⑴
イ
中
「県

民
税

」
を
「道

府
県
民
税

」
に
、
「控

除
対
象
配
偶
者

」
を
「同

一
生
計
配
偶
者

」
に
改
め
、
同
注
の

⑶
ア
中
「県

民
税

」
を
「道

府
県
民
税

」
に
改
め
、
同
注
の
⑶
イ
中
「県

民
税

」
を
「道

府
県
民
税

」

に
、
「控

除
対
象
配
偶
者

」
を
「同

一
生
計
配
偶
者

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
⚒
中
「県

民
税

」
を

「道
府
県
民
税

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
⚓
中
「住

所
地
を
管
轄
す
る
市
町
長
の

」
を
削
り
、
「県

民
税

」
を
「道

府
県
民
税

」
に
、
「の

証
明
を
受
け
て

」
を
「等

に
つ
い
て
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
市
区

町
村
長
の
証
明
を
受
け
る
か
、
又
は
課
税
証
明
書
（
前
年
⚑
月
⚑
日
か
ら
12月

31日
ま
で
の
所
得
に
係

る
も
の
で
、
道
府
県
民
税
の
所
得
割
額
に
つ
い
て
の
市
区
町
村
長
の
証
明
書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。
課
税
証
明
書
を
添
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
市
区
町
村
長
証
明
欄
中
⚒
⑴
に
該
当
す
る
と
き
は
、

申
告
者
の
課
税
証
明
書
に
加
え
、
配
偶
者
又
は
扶
養
し
て
い
る
者
の
課
税
証
明
書
を
添
付
し
て

」
に
改

め
、
同
様
式
の
注
⚔
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
及
び
第
四
十
四
条
の
十
一
第
三
項
並
び
に
別
記
第
四
十
二
号
様
式
の

注
⚒
、
別
記
第
百
五
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
百
五
十
五
号
様
式
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定

令
和
八
年
十
一
月
一
日

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
（
別
記
第
四
十
二
号
様
式
の
注
⚒
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県

税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
別
記
第
四
十
二
号
様
式
、
別
記
第
百
五
十
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び

別
記
第
百
五
十
三
号
様
式
（
そ
の
二
）
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年
山
口
県

規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「（

電
話

局
番
）

」

を
「（

電
話

）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「（

電
話

局
番
）

」
を
「（

電
話

）

」
に
、

「

山
口
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）

を
」

「

山
口
県
納
付
済
証
貼
付
け
欄

に
改
め
、
同
様
式
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え

」

る
。６

山
口
県
納
付
済
証
が
交
付
さ
れ
る
窓
口
に
お
い
て
手
数
料
を
納
付
し
た
場
合
に
は
、
当
該
山
口
県
納
付
済

証
を
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「（

電
話

局
番
）

」
を
「（

電
話

）
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「（

電
話

局
番
）

」
を
「（

電
話

）

」
に
、

「

山
口
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）

を
」
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「

山
口
県
納
付
済
証
貼
付
け
欄

に
改
め
、
同
様
式
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え

」

る
。６

山
口
県
納
付
済
証
が
交
付
さ
れ
る
窓
口
に
お
い
て
手
数
料
を
納
付
し
た
場
合
に
は
、
当
該
山
口
県
納
付
済

証
を
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「（

電
話

局
番
）

」
を
「（

電
話

）

」
に
、

「

山
口
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）

を
」

「

山
口
県
納
付
済
証
貼
付
け
欄

に
改
め
、
同
様
式
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え

」

る
。６

山
口
県
納
付
済
証
が
交
付
さ
れ
る
窓
口
に
お
い
て
手
数
料
を
納
付
し
た
場
合
に
は
、
当
該
山
口
県
納
付
済

証
を
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「（

電
話

局
番
）

」
を
「（

電
話

）

」
に
、

「

山
口
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）

を
」

八
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「

山
口
県
納
付
済
証
貼
付
け
欄

に
改
め
、
同
様
式
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え

」

る
。６

山
口
県
納
付
済
証
が
交
付
さ
れ
る
窓
口
に
お
い
て
手
数
料
を
納
付
し
た
場
合
に
は
、
当
該
山
口
県
納
付
済

証
を
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「（
電
話

局
番
）

」
を

「（
電
話

）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「（

電
話

局
番
）

」
を
「（

電
話

）

」
に
、

「

山
口
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）

を
」

「

山
口
県
納
付
済
証
貼
付
け
欄

に
改
め
、
同
様
式
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え

」

る
。４

山
口
県
納
付
済
証
が
交
付
さ
れ
る
窓
口
に
お
い
て
手
数
料
を
納
付
し
た
場
合
に
は
、
当
該
山
口
県
納
付
済

証
を
所
定
の
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「（

電
話

局
番
）

」
を

「（
電
話

）

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
別
記
第
十
七
号
様
式
、
別
記
第
十
九
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
別
記
第
二

十
四
号
様
式
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の

様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

一
〇
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路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
六
月
三
十
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

橘
東
和
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
地
家
室
字
外
浦

西
一
一
二
六
八
の
一
地
先

旧

最
狭

一
六
・
二

最
広

二
一
・
四

一
九
・
〇

新

最
狭

一
七
・
七

最
広

三
二
・
五

一
九
・
〇

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
六
月
三
十
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

橘
東
和
線

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
地
家
室
字
外
浦
西
一
一
二
六
八
の
一
地
先

令
和
八
年
七
月
一
日

公

告

（
一
七
〇
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
合
企
画
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

サ
ー
バ
仮
想
化
基
盤
シ
ス
テ
ム
増
設
機
器
（
Ｈ
Ｃ
Ｉ
）

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
五
月
十
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三
番
地

六

契
約
金
額

十
三
億
七
千
八
百
八
十
九
万
千
八
百
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

（
一
七
一
）
県
営
後
地
・
荒
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
後
地
工
区
）
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
後
地
・
荒
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
後
地
工
区
の
換
地
処
分
を
次

の
と
お
り
行
い
ま
し
た
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
〇
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一

換
地
処
分
の
年
月
日

令
和
八
年
六
月
十
二
日

二

換
地
処
分
の
内
容

県
営
後
地
・
荒
田
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
後
地
工
区
）
換
地
計
画
書
に
記
載
さ

れ
た
換
地
計
画
の
と
お
り

人
事
委
員
会

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
七
時
間
四
十
五
分
に
十
九
を
乗
じ
て
得
た
」
を
「
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与

額
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
一
項
に
定
め
る
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
七
時
間
四
十
五
分
に
十
九
を
乗
じ
て
得
た
」
を
「
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与

額
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
一
項
に
定
め
る
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

不
在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

告
示
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白

滝
荘

〃

豊
北
町
大
字
田
耕
二
四
二
六

の
一

昭
和
五
〇
、

九
、
二
九

社
会
福
祉
法
人
祥
寿
園
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
寿
海

荘

〃

武
久
町
二
丁
目
五
三
番
八
号

昭
和
五
一
、

〃
、
二
七

」

を
「
社
会
福
祉
法
人
祥
寿
園
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
寿
海

荘

〃

武
久
町
二
丁
目
五
三
番
八
号

昭
和
五
一
、

九
、
二
七

」

に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

不
在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
二
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員

会
告
示
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
秋

穂
あ
か
り
園

山
口
市
秋
穂
東
三
九
八
〇

〃

〃

〃
」

を
削
る
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
六
月
三
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

一
二
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